
愛荘町フリースクール等⺠間施設利用児童生徒支援補助金交付要綱   (趣旨) 第１条 この要綱は、不登校児童生徒の社会的自立を支援するため、フリースクール等⺠間施設の利用に要する費用に対し、予算の範囲内において愛荘町フリースクール等⺠間施設利用児童生徒支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、愛荘町補助金等交付規則（平成１８年愛荘町規則第３７号。以下「規則」という。）に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。  (定義) 第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (１) 不登校児童生徒 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(平成２８年法律第１０５号)第２条第３号に規定する者をいう。 (２) フリースクール等⺠間施設 教育委員会が認定した不登校児童生徒を支援する施設をいう。 (基準) 第３条 教育委員会がフリースクール等⺠間施設と認める基準は、別表１に掲げる要件を全て満たすものとする。  (補助対象者) 第４条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、不登校児童生徒の保護者で、次の各号のすべてを満たすものとする。  (１) 町内に住所を有すること。 (２) 補助金の申請の日直近１年の期間において、不登校のため当該児童生徒が在籍する学校に、３０日以上登校していないこと。 (３) 原則週１回以上、フリースクール等⺠間施設を利⽤していること。 (４) フリースクール等⺠間施設での不登校児童生徒の様子等に関する情報について、フリースクール等⺠間施設が在籍学校に情報提供し、在籍学校の出席扱いを受けていること。 (５) 国、県、その他の団体等からフリースクール等⺠間施設を利用するために要する経費について、補助金の交付を受けていないこと。 (６) 保護者の属する世帯全員に町税等の滞納がないこと。 (補助対象経費および補助金額) 第５条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、フリースクール等⺠間施設を利用するに当たり保護者が負担する利用料金（授業料に限る。）とする。  (補助金の額) 第６条 補助金は、月ごとに算定するものとし、不登校児童生徒１人１日当たり１，０００



円とする。ただし、１日当たりの補助対象経費がこれに満たない場合は、当該補助対象経費の額を補助金の額とする。 ２ 前項の規定にかかわらず、補助金の額は不登校児童生徒１人につき、１月当たり１０，０００円を限度とする。   (補助金の交付申請等) 第７条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、愛荘町フリースクール等⺠間施設利用児童生徒支援補助金交付申請書兼請求書(別記様式第１号) （以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町⻑に提出するものとする。  (１) 愛荘町フリースクール等⺠間施設利用状況報告書(別記様式第 2 号)  (２) 補助対象経費の支払が確認できる資料(フリースクール等⺠間施設が発行した領収書の写し等)  (３) その他町⻑が必要と認める書類  ２ 前項に規定する申請書は、次の表の左欄に掲げるフリースクール等⺠間施設を利用した期間の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる申請期間に前項の規定による申請をするものとし、申請期間内であっても最終利用日より１０日以内に申請しなければならない。ただし、提出ができないことについて町⻑がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。  
 (補助金の交付決定等) 第８条 町⻑は、申請書の提出があったときは、速やかにこれを審査の上、補助⾦の交付の適否を決定し、愛荘町フリースクール等⺠間施設利用児童生徒支援補助金交付決定通知書(別記様式第３号)または愛荘町フリースクール等⺠間施設利用児童生徒支援補助金不交付決定通知書(別記様式第４号)により申請者に通知するものとする。  ２ 前項に規定する審査において、町⻑は、児童⽣徒の在籍学校の学校⻑の意⾒を聴取することができる。 (実績報告および額の確定) 第９条 規則第１２条の規定による実績報告は、申請書および申請書の添付書類の提出をもってなされたものとみなす。  2 規則第１３条の規定による補助金の額の確定は、前条の規定による交付決定をもってなされたものとみなす。  (交付決定の取消しおよび補助金の返還) 第１０条 町⻑は、第８条の規定による交付決定を受けた者が、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けようとしたときまたは受けたときは、当該交付決定の全部または

施設を利用した期間 申請期間 ４月１日から７月 31 日まで ８月１日から８月 10日まで ８月１日から 11 月 30日まで 12 月１日から 12 月 10日まで 12 月１日から３月 31 日まで ４月１日から４月 10日まで 



一部を取り消すことができる。  2 前項の場合において、補助金が既に交付されているときは、当該補助金の交付を受けた者は、速やかに当該補助金を返還しなければならない。  (その他) 第 11 条 町⻑は、補助⾦の交付の前後にかかわらず、必要があると認めるときは、保護者およびフリースクール等⺠間施設に対し、報告または書類の提出を求めることができる。  2 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町⻑が別に定める。   付 則  この告示は、令和７年４月１日から施行する。                     


